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第1編 共 通 編  

第1章 総  則  

第1節 総 則 

1-1-1-1 適用  

1.適用工事 

土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、神奈川県県土整備局が発

注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、その他これらに類する

工事（以下「工事」という。）に係る、工事請負契約書（以下「契約書」という。）

及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な

事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。  

～～～ 中 略 ～～～  

3.優先事項  

契約図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に

優先する。 

4.設計図書間の不整合  

特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または契約図面か

らの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して

指示を受けなければならない。 

～～～ 中 略 ～～～ 

 

1-1-1-2 用語の定義  

1.監督員 

監督員とは、工事請負契約書第9条に基づき、発注者から受注者に通知された者を

いう。  

2.契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。  

3.設計図書 

設計図書とは、仕様書、契約図面、工事数量総括表、現場説明書及び現場説明に対

する質問回答書をいう。 

4.仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を

総称していう。  

5.共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工
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方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あ

らかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 

6.特記仕様書  

特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有

の技術的要求を定める図書をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員

が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 

7.契約図面 

契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をい

う。 

8.現場説明書 

現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件

等を説明するための書類をいう。  

9.質問回答書 

質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対

して発注者が回答する書面をいう。  

10.図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された

設計図、工事完成図等をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督

員が書面により承諾した図面を含むものとする。  

11.工事数量総括表 

工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をい

う。  

12.指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な

事項について書面により示し、実施させることをいう。  

13.承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者

が書面により同意することをいう。  

14.協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者

が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。  

15.提出 

提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面

またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。  
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16.提示 

提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事

に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。  

17.報告 

報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知ら

せることをいう。 

18.通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関

する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 

～～～ 中 略 ～～～  

22.書面 

書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日

を記載し、署名または押印したものを有効とする。  

～～～ 中 略 ～～～  

30.確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場

もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをい

う。  

31.立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容につ

いて契約図書との適合を確かめることをいう。  

～～～ 中 略 ～～～ 

 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1.図面原図の貸与  

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与

することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受

注者が備えなければならない。  

2.設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1

号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にそ

の事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。 

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等

を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の

要求があった場合は従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条による
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ものとし、監督員からの指示によるものとする。 

3.契約図書等の使用制限 

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を

監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 

 

1-1-1-14 工事の一時中止  

1.一般事項 

発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あ

らかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施

工について一時中止をさせることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他

自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-1-42臨機の措置

により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が

不適当または不可能となった場合  

(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合  

(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった

場合  

2.発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一

部の施工について一時中止させることができる。  

3.基本計画書の作成 

前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の

維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものと

する。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。  

 

1-1-1-15 設計図書の変更  

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した

内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正するこ

とをいう。  

 

1-1-1-16 工期変更  

1.一般事項 

契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条及

び第44条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の
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対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協

議」という。）ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 

2.設計図書の変更等 

受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行

われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された

事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付

の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協

議しなければならない。 

3.工事の一時中止  

受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となっ

た場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項

について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の

上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議

しなければならない。 

4.工期の延長 

受注者は、契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議

において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数

の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める

協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

5.工期の短縮 

受注者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮

日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定め

る協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 
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